
令和８年度盛岡市こども・子育て支援事業 募集要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、令和８年度盛岡市こども・子育て支援事業を実施するために必要な事項を定める

ものとする。 

２ 目的 

  市民等からの企画提案により実施する、こども及びその保護者に対する支援に関する事業を支

援することにより、市の未来を担うこどもが健やかに成長することができる社会の実現に資する

ことを目的とする。 

３ 事業の概要 

  市は、市民等から事業を募集し、その中から令和８年度盛岡市こども・子育て支援事業として

選定した事業（以下「選定事業」という。）に要する経費に対して補助金を交付する。 

４ 募集部門 

 (1) 一般部門 

ア 学習支援・体験教室等 

学習、芸術・文化・スポーツ、社会貢献などの「学び」・「体験」を通じて、豊かな情緒

の形成や知識・技能の習得などを図ることにより、こどもの主体性や生きる力を伸ばす活動。 

イ 子育て世代交流支援・子育て情報発信等 

子育て世代の情報交換や交流、地域や世代間の交流、子育て情報の発信など、子育て世代

の交流の促進と情報の充実を図る活動。 

ウ 結婚支援に係る活動等 

全国的に婚姻件数が減少している中、出会いや結婚を望む独身男女に対する、新たな出会

いの場の創出や婚活力の向上支援、情報発信等の結婚支援に係る活動。 

エ 子育て期の支援活動等 

産前産後における妊産婦及び乳幼児等への支援、仕事と育児の両立など、結婚期から子育

て期の環境を整える活動のほか、ペアレントトレーニングや発達障がい児に関わりのある人

を対象としたスキルアップ活動、困難を抱えるこども・若者等への支援に関する活動など、

こどもへの関わり方や理解を深める活動。 

オ 虐待予防・健全育成活動等 

児童虐待や非行の予防又は早期発見、不登校・発達障害への支援など、こどもが健全に成

長できる環境を整える活動。 

カ その他 

    上記ア～オ以外のこども・子育て支援の活動。 

 

 



 (2) 推進部門（こども・子育て支援重点化事業） 

  ア こどもの意見表明や社会参画の機会を創出する活動 

    こどもが幸福な生活を送るとともに、自分の周りの社会と関わり成長していくための取組

を、大人からのサポートの下でこどもたちが自ら提案し、その内容について審査を行い、審

査の結果選定された取組をこどもたちが実施する活動。 

【こどもたちによる取組の例】 

・盛岡のまちをきれいにするための活動や、イラストなどを飾って魅力的にする活動を行う 

・お祭り等のイベントに出店する、お店のためのオリジナルレシピをつくる 

・自分たちの畑を作って、収穫し、色々な方と一緒に食事を食べるパーティを開催する 

・盛岡への観光客に渡すオリジナルのお土産を作製する 

・防災のために必要なことを考えて、地図作りや避難訓練を行う 

・誰でも参加できるスポーツ大会・ゲーム大会をこどもたちが中心になって開催する 

イ こどもの貧困対策に資する活動 

    こどもが、生まれ育った家庭の事情等に左右されず、多様な大人と出会い、十分な学習機

会や豊かな経験を得られるようにする活動など、こどもの貧困対策に資する活動。 

※ 食事の提供や弁当・食品の配布・配達等を行う活動については、「盛岡市地域こどもの

生活支援強化事業補助金」の対象であり、本事業の対象外となります。 

ウ こどもと地域がふれあう居場所づくり 

社会とのつながりの希薄化など、こどもを取り巻く課題を念頭に、児童センターや公民館

などの施設を活用し、こどもが安らぎや安心を感じながら地域や社会とのつながりを認識し、

自己肯定感や豊かな情操を育むことができるような居場所をつくる活動。 

５ 応募者の資格 

 (1) 盛岡市内に住所又は主たる事務所を有し、若しくは盛岡市内で活動実績があり、提案する事

業を確実に遂行できること。 

 (2) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。 

 (3) 本補助金の交付を受けて同一の目的及び内容となる事業を３回行った団体でないこと。 

 (4) 実施事業の内容を公表することについて同意できること。 

 (5) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条 

第６号に規定する暴力団員である団体でないこと。 

６ 補助額等 

(1) 補助額  

  推進部門の補助額は、１事業につき150万円を限度とし、事業費（他の補助の対象となってい

ないものに限る。以下同じ。）の10分の９以内の額とする。 

  一般部門の補助額は、１事業につき50万円を限度とし、事業費の５分の４以内の額とする。 

 



(2) 総予算額 

 7,000千円 

※上記については、令和８年３月議会を経て決定されるものであることから、補助率及び総予算

額等について、変更になる場合があり、その場合は応募者に対し、別途通知するもの。 

７ 事業費 

  補助対象となる事業費の積算については、別表に掲げる経費とし、次のとおり行うこと。 

 (1) 提案する事業を実施するために直接必要な経費により積算するものとし、事業を実施する団

体等の運営に関する費用、他団体への補助を目的とした経費、資格取得に係る経費、その他、

事業として適当と認められない経費は対象外とする。 

なお、４(2)アの「こどもの意見表明や社会参画の機会を創出する活動」において、こども

たちが提案した取組の実施に係る経費については、別表に掲げる費目の経費であって、当該取

組の目的を達成するために必要と認められるものに限り補助対象とし、当該経費を支払う際は、

事業を実施する団体等が自ら支払うものとする。 

 (2) 人件費は、実際に支払われる金額で積算する。 

 (3) 市の他の補助事業の対象となる事業及び市以外の法人等の助成の対象となる事業を行う場合

に要する経費は、対象外とする。 

８ 応募方法 

 (1) 応募期限 

令和８年３月19日（木）17時30分（必着） 

 (2) 必要書類 

   次の書類を持参すること。なお、個人で申請する場合において、下記オ～クに該当するもの

がない場合は不要とする。 

  ア 盛岡市こども・子育て支援事業企画提案書 

  イ 事業計画書 

  ウ 収支予算書 

  エ 団体又は個人の概要 

  オ 定款、会則又はこれに代わるもの（任意様式） 

  カ 前年度の事業報告書又はこれに代わるもの（任意様式、ただし設立から１年に満たない場

合を除く。） 

  キ 前年度の収支決算書又はこれに代わるもの（任意様式、ただし設立から１年に満たない場

合を除く。） 

  ク 参考資料（団体のパンフレット、事業内容の説明資料等） 

  ケ その他市長が求めるもの 

 (3) 提出先 

   盛岡市神明町３番29号 盛岡市保健所４階 子ども未来部子ども青少年課企画係 



 (4) その他 

  ア 応募に要する費用は、応募者の負担とする。 

  イ 応募書類は、返却しない。 

９ 審査方法 

  学識経験者、市民活動団体、市職員等で構成するこども・子育て支援事業審査委員会において、

応募事業の書類及び応募者が行う公開のプレゼンテーションにより審査し、事業を選定する。た

だし、補助額が50万円以下の事業については、プレゼンテーションは行わないこととし、応募事

業の書類による審査のみとする。 

審査結果に基づき補助対象事業及び補助額を決定する。 

なお、公開の審査会は４月下旬に実施する予定であるため、応募者は必ず出席すること。日時

や会場等の詳細については、別途通知する。 

10 審査基準 

  審査に当たっては、次の項目により評価を行う。 

 (1) 本要領の目的にあっているか。 

 (2) 公益的な事業であるか。 

 (3) 実現性がある事業計画となっているか。 

 (4) 予算の見積りは適正か。 

 (5) 事業効果が見込めるか。 

  (6) 推進部門応募事業においては、重点取組項目としてふさわしいか。 

11 関係書類の保管等 

  選定事業の事業者は、事業費の収支を明らかにした書類等を整備し、選定事業完了後、５年間 

保管すること。 

12 その他 

 (1) 補助金交付決定前に生じる事業費については、補助対象としない。 

 (2) 補助額は、審査会での評価結果により決定する。 

 (3) 選定事業の実施に係る詳細事項について、市との協議が整った後に補助金を交付する。協議

後、盛岡市こども・子育て支援事業補助金交付申請書に関係書類を添えて、子ども青少年課あ

て提出すること。 

 (4) 事業者は、令和９年３月31日（火）までに事業を完了することとし、事業終了後は実績報告

書を令和９年４月１日（水）までに市に提出すること。 

(5) 選定事業の実施内容及び成果物は、盛岡市ホームページや広報もりおか等において市民等へ周

知・広報するため、協力すること。また、子ども青少年課が指定する時期に活動中間報告書を

提出すること。 

 (6) 市が主催する活動報告会で、事業内容等の報告を求めることがあるので、必ず出席すること。

なお、活動報告会は令和９年２月頃を予定。 



 (7) 選定事業の実施に係るチラシ・ウェブサイト・資料等印刷物や成果物に、当該補助対象事業

である旨を記載すること。（例：令和８年度盛岡市子ども未来基金助成事業） 

 (8) 補助金の交付に当たっては、盛岡市こども・子育て支援事業補助金交付要綱に定めるところ

による。 

 (9) 必要に応じて第２次募集を行う場合がある。 

(10) 各申請者への連絡や書類の送付等については、原則として電子メールにより行う。申請に

当たっては、確実に受信可能なメールアドレスを必ず記載し、申請後は定期的にメールの受

信状況を確認すること。 

(11) 補助金交付申請には、収支予算書の添付書類として、見積書の提出が必要となるので、準

備すること。 

(12) 審査状況に応じ、追加書類の提出を求める場合がある。（例：審査委員からの質問に対す

る回答、提案事業への想い） 

(13) 審査及び交付申請に係るスケジュールを、以下のとおり予定していることから、期限を厳

守すること。 

 ＜スケジュール＞ 

  令和８年３月19日（木） 募集終了、プレゼン資料提出締切（補助額50万円超の事業者のみ） 

      ４月中旬    プレゼン審査会（補助額50万円超の事業者のみ） 

      ４月28日（火） 交付申請書類 提出締切（選定事業者のみ） 

      ５月１日（金） 交付決定 

  ※募集終了以降の日程は変更となる場合がある。 

 

別表（事業費関係） 

費目 内容 留意事項 

人件費 

 

給料、報酬等 人件費は、市の基準額を標準とし、実

際に支払われる金額のみを対象とす

る。 

市の基準額については、申請の際に事

前に相談すること。 

報償費 講師等の謝金  

旅費 講師等の旅費   

需用費 消耗品費 文具、用紙等の購入費  

燃料費 事業に必要な車両等の燃料費

等 

 

食糧費 講師用飲料、会議用茶菓等  

印刷製本費 チラシ、ポスター、資料等の

印刷費等 

団体機関誌や会報等の発行費用は対象

外とする。 



光熱水費 電気、ガス、水道、冷暖房使

用料等 

団体等の運営に必要な費用は対象外と

する。 

医薬材料費 医薬品、包帯等  

役務費 郵便料 切手の購入費等  

電報電話料 電話料、電話加入料、インタ

ーネット加入等 

他の用途との区分が困難である場合は

対象外とする。 

保険料 損害保険料等  

手数料 振込手数料等  

広告料 新聞、ラジオ等による広告費

等 

 

運搬料 運送費、荷造費等  

委託料 事業に必要な事務等の他団体

等への委託費 

補助対象の団体が直接実施するより、

他の者に委託して実施する方が効率的

であると認められる場合に限る。 

使用料及び賃借料 

 

会場使用料、車両賃借料等  

その他市長が必要と認める経費   

 

【参考】人件費（市が基準とする支給月額） ※経験年数により算定 

職 種 
賃金日給（円） 

（7.75時間あたり） 
賃金時給（円） 

定期的業務（行政職） 10,814～11,123 1,395～1,435 

定期的業務（技労職） 10,700～10,966 1,380～1,414 

知識経験等（行政職） 11,123～11,395 1,435～1,470 

知識経験等（技労職） 10,966～11,171 1,414～1,441 

相当高度な知識経験 12,190～12,290 1,572～1,585 

高度な知識経験 13,014～13,171 1,679～1,699 

保育士、栄養士 11,876～12,014 1,532～1,550 

保健師 12,190～12,290 1,572～1,585 

看護師 13,142～13,323 1,695～1,719 

※市の基準を超えて支払う場合、積算根拠を明らかにすること。 


